











管理組合のためのマンション管理コンサルタント



















お気軽にお問い合わせください

TEL 045-242-8506

受付時間 10:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]















MENU


	メニューを飛ばす


	トップページ
	事務所概要
	代表からのご挨拶
	アクセス
	コンサル実績・相談案件



	業務案内
	報酬・見積例
	関連裁判例・データ
	マンション管理の重要裁判例
	マンション管理の参考資料
	トラブル解決事例集
	改善のアイディア
	役員さん用資料室



	マンション管理の基礎知識
	マンション管理の基本ルール
	専有部分のトラブルと解決法
	共用部分のトラブルと解決法
	管理組合（理事会、総会等）の運営
	管理会社との付き合い方
	大規模修繕と長期修繕計画



	リンク
	お問い合わせ














ページが見つかりません









	HOME » 
	ページが見つかりません













	
		
				
					検索:
					
					
				

			
	


	




	
			トップページ
	事務所概要
	代表からのご挨拶
	アクセス
	コンサル実績・相談案件の一部例



	業務案内
	報酬・見積例
	関連裁判例・データ
	マンション管理で重要な関連裁判例
		管理費の滞納の時効を5年とした最高裁判例
	スラブ下の配管を共用部分であるとした最高裁判例
	居住しない組合員への管理協力金の賦課を合法とした最高裁判例
	マンションの管理者が個々の区分所有者に対して、個別の委任契約がない限り事務処理状況を報告する義務を負わないとされた東京地裁判決（Ｈ24.5.22）
	総会決議に基づく共用部分の修繕工事への組合員の協力義務を積極的に認めた裁判例（東京地裁Ｈ27.2.18）
	共用部分の工事のための専有部分への立入権を積極的に認めた裁判例（東京地裁Ｈ27.3.26）
	帳票類の閲覧請求には謄写請求までは当然に含まれるものではないとされた裁判例（東京高裁H23.9.15)



	マンション管理関係の参考資料
	トラブル解決事例集
		専有部分を管理組合法人への所有権移転登記
	住民のマナー違反の問題
	管理費等の滞納問題
	管理会社の問題
	ペットの問題
	近隣マンションからの騒音
	上下階の騒音問題
	駐車場の問題



	改善のアイディア
		マンションでの電気自動車カーシェアリング
	エレベーターの保護（養生）シートをきれいにする
	不正引き出しリスク軽減！？合体型理事長印
	掲示板の有効活用



	役員さん用資料室
		非常持ち出し品チェックリスト
	総会出席通知・委任状・議決権行使書
	総会議長議事運営手順






	マンション管理の基礎知識
	マンション管理の基本ルール
		自分のマンションは自分で守る
	「区分所有法」とは何か
	「マンション管理適正化法」とは何か
	「管理規約」で居住ルールが決まる
	「使用細則」で管理規約を補完する



	専有部分のトラブルと解決法
		どこまでが専有部分なのか
	専有部分の欠陥対策とリフォームのルール
	ペット飼育をめぐるトラブルはどう解決するか
	騒音に悩まされたときの対処法
	困った隣人にはこう対処する



	共用部分のトラブルと解決法
		共用部分における「専用使用権」とは？
	共用部分の瑕疵や事故の責任は誰にあるのか
	専用駐車場のトラブルはこうして回避する
	駐輪場の管理と不法駐輪への対処法
	掲示板・屋上などの使用ルールと有効活用のしかた
	万が一に備えた定期点検・防火管理と保険加入



	管理組合（理事会、総会等）の運営
		監事の役割
	管理組合の目的と設立の手順を知っておく
	役員はこうして選出する
	総会の招集通知を出すときの注意点
	総会での議決と議事録作成の手順
	管理組合を法人化するにはどうすればいいか
	管理費・修繕積立金の滞納にはどう対処するか



	管理会社との付き合い方
		管理会社には何を依頼すればいいのか



	大規模修繕と長期修繕計画
		大規模修繕に向けた長期修繕計画を作成する






	リンク
	お問い合わせ
	プライバシーポリシー
	個人情報の適正な管理と安全管理のためのルール
	個人情報保護方針



	サイトマップ


	


	
	

						
					
												
								ニュース							
												


												メディア紹介

	更新情報



									

			
	
















	







	
	
	PAGETOP
	

	


	
	
		お問い合わせ
	プライバシーポリシー
	サイトマップ
	ログイン


	

	


	
	
	
	
			
	
		〒231-0033

横浜市中区長者町5-75-1-907

TEL: 045-242-8506		
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